
別紙６ 

「令和６年６月２日から８日は『危険物安全週間』です」 
 

 

 

「危険物」ってご存じですか？ 

 

 

消防法では、ガソリンや灯油は「危険物」とされます。 

すっかりおなじみになった消毒用アルコールも「危険物」となることも！ 

わたしたちの暮らしに欠かすことのできない「危険物」ですが、その名のとおり、

引火しやすい性質があるなど大変危険なため、取り扱いには注意が必要です。 

 

 

『危険物安全週間』とは…1990 年（平成 2年）に消防庁により制定され、毎年 6月

の第 2週（日曜日から土曜日まで）の 1週間は『危険物安全週間』として実施してい

ます。気温が高くなり、危険物の自然発火による火災が多くなる夏季を目前にした 6

月初旬に、様々な啓発活動を行っています。 

 

 

『危険物安全週間』を迎えるにあたって、身近な「危険物」の注意点をまとめまし

た。ぜひチェックしてください。 

 

 

 消毒用アルコールの取り扱いについてはこちら。 

 

 

 

 



 

 

 ガソリンの取り扱いについてはこちら。 

 

 

 

 

 

 

危険物の取り扱いには十分注意しましょう。 


